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（午後２時15分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番５、１番 松浦君。 

〔１番（松浦健次君）登壇〕 

○１番（松浦健次君）今議会において、私は

次の３点について質問いたします。 

 第１、なぜ、生徒、保護者、教師の悲鳴は

届かないのか。 

 第２、聾啞者、中途失聴者、難聴者が受診

する際における問題点の改善について。 

 第３に、市民運動公園前の道路と京奈和自

動車道の側道との交差点に信号機の設置を求

める強い働きかけを。 

 以上であります。 

 まず第１の、何故に生徒、保護者、教師の

悲鳴は市当局に届かないのかについて質問い

たします。 

 授業中、生徒が教室を出入りする、騒ぐ、

暴言を吐く、教師はなすすべがない等で授業

が正常に成立していない学校があるという。

市当局は、この事実を正確に把握しておられ

るのか。学校、生徒、保護者の求めを理解し

ておられるのか甚だ疑問であります。 

 一体、市当局は、正常な授業を確保する気

があるのか。あるいはないのかと。ないなら

その理由を、あるなら今、誰が何をすべきだ

と考えておられるのか、的確にお答え願いた

い。 

 学校や教育委員会が、手をこまねいていた

というのではなく、精いっぱい頑張ってきて

くださったことは十分理解いたします。しか

し、前述のような厳しい実態もあることは事

実であります。もっと目に見える効果的な対

策がとられてしかるべきであると考えます。 

 次に、聾啞者、中途失聴者、難聴者が受診

する際における問題点の改善について伺いま

す。 

 １、聾啞者、中途失聴者、難聴者の方々が

診察を受ける場合に、自分の説明が正確に理

解してもらっているのか、また、医師や看護

師の説明を自分が正確に理解できているか、

大きな不安があると伺っております。 

 手話、筆談、要約筆記等を活用することに

よって、この不安を緩和して、これらの方々

が、より適切な医療を受けることができるよ

うな環境を整備する必要があると思います。 

 この点について、市民病院はどのような考

えを持っておられるのかを伺います。 

 最後に、市民運動公園前の側道の交差点に

信号機を設置することについて。 

 当該場所付近では、交通事故が頻繁に発生

しているので、信号機の設置が必要であると

考えます。信号機をセットする要件として、

一定の交通量が必要とされておりますが、交

通事故防止という信号機設置の趣旨からは、

交通事故の頻度こそ重要であります。市当局

は、この点を強調して、県公安委員会及び関

係各方面に協力に働きかけていただきたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君の質問項

目１、生徒、保護者、教師の悲鳴になぜ応え

ないのか、との質問に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（松田良夫君）登壇〕 

○教育長（松田良夫君）市当局は、生徒、保

護者、教師の悲鳴に応えないのかとのご質問
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にお答えします。 

 教育委員会は、学校の現状について、定期

の学校訪問、総合的な学習の時間等、テーマ

設問した学校訪問、人事関係の学校訪問、学

校からの要請訪問等、それぞれの担当指導主

事が学校を訪問するとともに協議の場を持ち、

学校の現状把握に努めています。また、校長

とのヒアリングを通した現状把握も行ってい

ます。 

 その中で、議員ご指摘の生徒指導上の課題

についても、教育委員会として把握している

ところです。各学校において、教職員がその

課題に対し組織的に取り組むことにより、改

善が見られるものの、依然課題を残している

学校があるのも事実です。 

 12月市議会一般質問において、「各学校にお

いては、児童生徒の発達にかかわる課題、い

じめ、虐待、問題行動、不登校、家庭の教育

力等、さまざまな課題が山積しています。学

校だけでは解決が難しいケースが増えている

現状です。このような課題に対し、教育相談

センター、スクールカウンセラー、こども課、

青少年センター、学校教育課、ケースによっ

ては、和歌山県子ども女性障害者センターの

協力も得て、それぞれの機関の専門性を生か

した連携を大切にしながら、学校が中心とな

って課題解決にあたっています。スクールサ

ポート事業についても、これらの解決手段の

一つとして効果的に機能する場合には取り入

れていきたいと考えています。」と答弁させて

いただいたように、学校長と協議を行い、学

校を支援する人的配置について準備を進めて

います。 

 学校に対し、教員の定数配置に加え、加配

教員、県及び市の非常勤講師、スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカー、そ

して平成25年度から取り組んでいるスクール

サポーター等、学校の教育課題解決に効果が

期待できる配置を考え、各学校の取り組みの

充実を図ってまいります。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

〔企画部長（森川嘉久君）登壇〕 

○企画部長（森川嘉久君）教育長のご答弁の

とおり、学校現場において、議員ご指摘の生

徒指導上の課題に対し、それぞれのケースに

応じて教職員をはじめ学校全体で、組織的な

取り組みを推進されていることは認識してい

るところです。 

 その対策の一環として、今年度よりスクー

ルサポーター事業を予算化していますが、市

長部局としましても、学校の教育課題解決に

向けた取り組みに対する効果を期待し、引き

続き必要な支援を行っていきたいと考えてい

ます。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）それでは、１回目の再

質問ですが、教育委員会あるいは市当局も、

今年からスクールサポーターの制度を導入し

ていただきまして、それなりの効果はあると。

私も大変ありがたいことであると思っており

ます。 

 にもかかわらず、やっぱり私が先ほど申し

上げたような現実があるということに対して、

本当に有効な手を打っていただいているとは

評価しがたいので、現在あるいろんな制度を

フル活用して、それで誠心誠意頑張っていた

だいているということは大変感謝しますけれ

ども、現実に参っていると。校長先生、教頭

先生や普通の先生方、また、保護者、生徒、

そういう方の声を聞けば、まだまだ問題があ

ると。とても生徒、教師、皆元気で生き生き

と学校生活を送ると、充実した学校生活を送

るということにはほど遠い状態だということ

を、私は直接伺っております。 
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 そこで、ある中学校では、スクールサポー

ター制度を導入してもらって、週２日、この

２日間は大変助かっておるけれども、あと３

日、何とかしてもらえないだろうかと。２日

来てくれている間は、先生方も非常に心身と

もに余計な緊張しないで生徒指導に没頭でき

る、エネルギーを集中できると。しかし、あ

と３日、来てくれないときには、非常に皆緊

張していると。そして、子どもたちもびくび

くしているというような状態があると伺って

おります。 

 私のところへ母親と息子が来て、それで、

授業が聞こえないんだという話をしてくれま

して、授業が聞こえないって、そのお方の耳

悪いんかと私は思って聞き直したら、そうじ

ゃなくて、授業がやかましくて聞こえないと。

これで１年辛抱したけれども、もう２年目か

らはたまらんと。学校の授業が聞こえなくて

も、お金があって塾へ行けたらいいんだけれ

ども、うちはそういう余裕はないんだと。学

校の授業だけが頼りだと。何とかして聞こえ

る授業をやってもらえないか、そういう切実

な思いで、半分泣きながらお母さんは訴えて

おられましたよ。 

 あるいはまた、別の人から電話がかかって

きまして、これは保護者なんですけども、や

っぱり大変だと。スクールサポーターがおっ

てくれない日には大変だと。わーわー騒いで

も、授業中子どもがどなっても、先生がなす

すべなく、マイペースで授業を進めていると。

そういう話を聞きまして、これじゃ学校の体

をなしていないんじゃないかと、私はそのよ

うに判断しております。 

 それで、再三お願いしているんですけども、

スクールサポーター、これをぜひとも１週間

常駐していただくことをお願いしたい。この

サポーターの制度を聞いて、教育委員会がほ

かに必要な学校はありませんかと、手を挙げ

てくださいと言うたら、別の中学校が、うち

もぜひ頼む。そうでなかったらちゃんとした

授業ができないと。そういうことなんですよ。

そういうことで、日本の未来を背負って立つ

若者、子どもに立派な教育を与えて、成長し

てもらえますか。 

 やっぱり、どの学校へ行ってもきちんとし

た授業を受けられて、ある一定の水準の授業

を受けられて、国民の基礎としての教養を身

に付けると。これがどこへ行っても保障され

るべきで、ある学校で、私は地域行かんなん

から、これは具合悪いと。あっち行ったら良

かったけども、行けないと。そういうことで

は教育としての機能を果たさない。義務教育

としての機能を果たさないと。市民に申しわ

けない。私はそういう意思でこの質問をさせ

ていただいております。 

 いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）子どもの成育歴、あ

るいは家庭環境の激変、さまざまな状況の中

で、子どもがストレスを抱えて大変になる時

期がございます。そんなとき、やっぱり教室

で座って、静かに授業を受けるということが

困難な児童生徒も現れてくるのが事実です。 

 そんなとき学校は、今、基本的に担任１人

でその子にかかわるという、そういうかかわ

り方から、いわゆる学校全体でその子の課題

を見つめて、しっかりその子の根っこから変

えていくような取り組みを展開していただい

てございます。一時的にしんどいときもござ

いましたけれども、学校の組織力がアップす

る中で、学校の状況が改善する歩みを続けて

いただいているというのが現状です。 

 しかし、まだまだ課題もございます。そん

な中で、学校のいわゆる授業が正常にできる

ような教員配置、市の非常勤講師の加配、あ

るいは県の生徒指導の加配であるとか、さま
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ざまな課題を要望する中で、複数で課題のあ

る学級の指導をできる体制づくりに努めてご

ざいます。 

 そんな中で、平成25年度、スクールサポー

ターを導入していただいた中で、さまざまな

効果も現れてきているのも事実です。今、学

校に必要なことは、地域あるいは保護者、さ

まざまな専門性を持った方々にご支援いただ

く中で正常化に努めていく、子どもたち一人

ひとりの発達を促していく、そういう取り組

みを大事にしているところですので、スクー

ルサポーターの事業についても、今後充実さ

せていけたらと思っておりますので、また、

さまざまな形でご支援いただけたらありがた

いと思います。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）それでは、今、財政当

局からは、企画部長を通じて支援すると。財

政的には支援するというお話をいただきまし

たので、教育長、確認のために伺います。今、

２校から、スクールサポーターをぜひという

ことで手が挙がっているので、その辺のとこ

ろ、もう一回協議していただきまして、それ

で必要とあらば、弾力的にその辺を実現して

いけるような形をとっていきたいと私は思う

んですけども、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）学校と十分協議しま

して、そのスクールサポーターの配置が効果

的な実践につながって、子どもの改善につな

がるのであれば、前向きに検討させていただ

きたいと思ってございます。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございます。 

 そして、それを前提としましたら、元警察

官というのは橋本市民の中にも大勢おられま

して、大阪府警の退職された方も何百人とお

られるので、その中で青少年の育成に、指導

にかかわってこられた、実績も上げられた方

も大勢おられますので、和歌山県警に限らな

いで、人がいないということではなしに、お

りますので、しかも橋本市民でおりますので、

その辺の方々のご協力も得ていただけたらあ

りがたいんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）今、あたっている方

もいらっしゃるんですけれども、そういう方

も含めて、子どもの前に立っていただくにふ

さわしい人については、考えていきたいと思

います。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございます。 

 それでは、１番はこれぐらいにして、２番

の答弁お願いします。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、受

診時の手話通訳と筆談に関する質問に対する

答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（枡谷俊介君）登壇〕 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）聾啞者等が受

診する際の手話通訳等について、お答えしま

す。 

 現在、本市においては、コミュニケーショ

ン支援事業として手話通訳等に取り組んでい

ます。手話通訳者は専任で１名、事務職員と

兼務で１名の、合計２名が常勤しており、登

録手話通訳者15名、登録手話奉仕員７名、登

録要約筆記奉仕員８名で対応しています。平

成24年度において、庁内での対応は720件、庁

外への派遣は774件となっています。派遣先と

しては、医療受診が最も多く64％を占め、続

いて、日常生活全般の派遣は7.6％、会議や大

会等7.0％、教育5.3％となっています。 

 現在、病気や事故等やむを得ない場合を除

いて、７日前までに派遣依頼申請書を提出し

ていただき、ほとんどすべての派遣依頼に対
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応させていただいています。 

 お尋ねの、橋本市民病院への手話通訳の派

遣は、平成24年度には86件、25年度は１月末

までに既に140件となっています。ただ、手話

のわからない中途失聴者等については、要約

筆記奉仕員の派遣も行っていますが、現在の

ところ、受診の際の派遣依頼はありません。 

 この状況は、対象者の高齢化により医療受

診が増え、医療の高度化により、検査、手術

等の回数が増えていることによると考えられ

ています。そのため、手話通訳等の役目はま

すます増大すると考えられ、市民病院とも十

分連携し、患者が不安に陥ることのないよう、

手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣の充実及

びその育成について、取り組んでまいります。 

○議長（石橋英和君）病院事務局長。 

〔病院事務局長（豊岡 宏君）登壇〕 

○病院事務局長（豊岡 宏君）それでは続き

まして、聾啞者等が受診した際の手話通訳及

び筆談について、お答えいたします。 

 当院では、聾啞者等が来院された場合、診

療ファイルにシールを張り、患者が聾啞者等

であることを各部署の職員がわかるようにし、

受付、診察、治療等に対応しております。対

応方法としては、さきに健康福祉部長より答

弁がありましたとおり、福祉課より派遣され

た手話通訳者を通じ、患者とコミュニケーシ

ョンをとることを基本としておりますが、治

療等にあたっては、患者に十分な説明をし、

理解してもらった上で進めていく必要がある

ため、筆談も交えながら説明を行っておりま

す。 

 緊急時や福祉課より派遣される手話通訳者

が同伴でない場合は、筆談で患者とコミュニ

ケーションをとり、治療等にあたっています。 

 現在、当院には、医療分野の専門的な手話

通訳ができる職員の配置に至っておりません

が、院内で手話サークルを実施するなど、そ

の必要性を感じ、少しずつではありますが取

り組みを行っております。 

 聾啞等の患者にも安心のできる医療を今後

も提供できるように、福祉課等と連携を図り

ながら、引き続き対応していきたいと考えて

いますので、ご理解のほど、よろしくお願い

します。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございます。 

 市当局も病院も、この点に関しましては、

それぞれのやり方で連携をとりながらやって

いただいているということはよくわかりまし

た。 

 しかし、なかなか意思疎通というのは難し

くて、よく私も話聞くんですけども、筆談と

いいましても、時間に先生方、看護師が追わ

れている。その中で癖のある字で書かれて、

なかなか読みづらいと。それでも、これはあ

れはとなかなか聞くのを遠慮すると。やっぱ

り一般的な傾向ですけれども、お医者さんは

偉いと。あんまりこっちの失礼なこと言うた

らよくないんじゃないかと、いろんな配慮が

働きまして、遠慮して聞くべきことも聞けな

い場面もあるという話で、それで、そういう

ときには、一つは私からのお願いなんですけ

ども、わかりやすい字で筆談をしていただき

たい。ある程度時間をとってやっていただき

たい。いろんな質問をしやすいような雰囲気

をつくっていただきたい。 

 なかなか、よく例えられる話なんですけど

も、筆談で塩分控えめというたら、塩を控え

たらいいんだと。しょうゆとか辛いものはい

いんだというような誤解というかな、そうい

うことも生じやすい。しょうゆとか辛いもの

はだめだよというような丁寧な方法でご説明

をいただけなければ、なかなか情報量が少な
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いこういう方々にとっては、普通の人が理解

できた、わかっている、当然わかっているこ

とやろうと思うことでも、なかなかわかりに

くいことがあったりしますので、その辺のと

ころをご配慮をお願いしたいと思います。 

 それから、声が小さい。先生とか看護師に

よって声が小さい、聞こえにくいという場面

も少なくないと伺っております。その点も、

患者さんに寄り添った形での聞き取りや説明

等を丁寧にしていただければ大変ありがたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）病院事務局長。 

○病院事務局長（豊岡 宏君）おっしゃると

おりだと思います。早速、院内の会議で、今

のお言葉を伝えるようにいたします。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございます。

よろしくお願いします。 

 では、３番の答弁お願いします。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目３、京

奈和自動車道側道への信号機設置に関する質

問に対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）運動公園前の信号

機設置について、お答えします。 

 議員おただしの交差点においては、出会い

頭による事故が多数発生しており、非常に危

険であると認識しています。 

 信号機の設置に関しては、既に橋本警察署

への要望を行っていますが、残念ながら、い

まだ設置には至っていません。 

 本市といたしましても、事故防止対策とし

て、カーブミラーや交差点注意の看板を設置

しているところですが、今後も交通量が増加

することが予想され、当交差点での事故発生

を懸念しています。 

 信号機設置は、県・公安委員会の判断にな

りますが、今後とも、地元区にもご協力をい

ただきながら関係機関に強く働きかけ、事故

の頻度等も加味し、少しでも早く信号機が設

置されるよう要望をしてまいりたいと考えま

すので、議員各位におかれましても、ご理解、

ご協力をよろしくお願いします。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）当該場所では、事故と

いうのはどれぐらい起こっているか、把握さ

れてますか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）警察のほうへ確認

しましたところ、平成19年４月から26年２月

上旬までで、27件の事故が発生しております。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）19年４月から26年２月

までですか。27件。26年の２月11日までで27

件ということですか。ちょっとすいません。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）失礼いたしました。 

 平成19年４月から平成26年２月の上旬と申

し上げました。一応、確認した時点では２月

の５日でございました。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）これは警察が認識した

数ですかね。現実の話としては、この何倍も

事故があるような感覚です。事故があって、

大した事故じゃなかったら、警察の認識まで

も至らないかもわからないんですけども、出

会い頭とかいうこと、結構ありましてね。本

当に１週間に１回とか、10日に１回ぐらいの

割合であるような感じを私たち地元としては

受けているんですけどね。 

 それで、地元の協力といいますけど、地元

の方は危険だということをよくわかってます

ので、地元以外の人が事故に遭われることが
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多いと思います。それで、地元の協力と言わ

れましたけれども、市が地元と考えて、積極

的に働きかけていただきたいと思います。市

の見通しとしては、だいたいいつ頃つけても

らえるような感じを持っておりますか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）まず、地元の協力

もいただきながらというのは、警察等への要

望等につきましても、地元の区長等も行って

くださってますので、そういったご協力もい

ただきながらという意味で申し上げました。 

 それから、京奈和自動車道の側道に関しま

して、現在、この交差点も含めて３箇所要望

させていただいております。それから、それ

以外、市内でこの３箇所も含めて７箇所の信

号要望をしております。それから、あわせて

国道371号の供用の開始までに、国道371号間

の交差点等の信号機の設置も必要になってく

るというふうに聞いておりますので、そうい

ったことをあわせますと、橋本市内で、恐ら

くは十五、六箇所の信号機を設置する必要が、

今数えた京奈和側道、あるいは地元要望、国

道371号だけでもそのぐらいありますので、な

かなか県・公安委員会としても予算的な問題

もあって、すべて一気にというふうにはいか

んのかなと思いますが、議員おただしのよう

に、実際、警察のほうで把握している件数以

外にも、本当にあの交差点については、非常

に危険な交差点であると市としても認識して

おりますので、そういった意味でも、市とし

ても強く働きかけていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございまし

た。よろしくお願いします。 

 これで、私の一般質問を終わります。あり

がとうございました。 
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